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標準報酬育児休業等終了時改定及び標準報酬産前産後休業 

終了時改定について（通知）  

 

平成２７年１０月から標準報酬制が導入されましたが、育児休業等又は産前産後休業を

終了した組合員の標準報酬月額の改定には組合員の申し出が必要となります。 

つきましては、下記のとおり取扱いますので、事務処理に遺漏のないようお願いします。 

 

記 

 

 

１ 標準報酬育児休業等終了時改定 

（１）標準報酬育児休業等終了時改定の内容 

育児休業等終了日に当該育児休業等に係る３歳に満たない子を養育する場合に

おいて、組合に申し出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後３

月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、育

児休業等終了日の翌日から２月を経過した日の属する月の翌月から標準報酬を改

定します｡ 

 

【参考】 

 

 

 

 

 

    

５月 ６月 ７月 ８月 

支払基礎日数

１７日未満 

 ２か月の 

報酬の平均 

 

 

※ 支払基礎日数が１７日以上の月が１月でもあれば改定可能です。 

（支払基礎日数が１７日未満の月は除きます。） 

 

翌日 

５／３１ 

育児休業等終了 

５／３０ 

２か月経過 

７/３１ 

翌月 

８月改定 



（２）標準報酬育児休業等終了時改定の対象者 

育児休業等終了日の翌日が属する月以後３月間に受けた報酬の総額をその期間

の月数で除して得た額により算定した標準報酬月額と育児休業等終了日の翌日か

ら２月を経過した日の属する月に適用されている標準報酬月額とを比較して１等

級以上差があり、かつ、育児休業等終了日に当該育児休業等に係る３歳に満たな

い子を養育する場合で、「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」を提出された

組合員が対象となります。 

 

※ 育児休業等終了日の翌日に掛金免除の対象となる産前産後休業を開始して

いる場合は対象外です。 

 

※ 育児休業等終了日以後、当該育児休業等に係る３歳に満たない子を養育し

ない場合は対象外です。 

 

  （３）標準報酬育児休業等終了時改定の提出書類等 

①提出書類 

「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」 

 

②提出時期 

    育児休業等終了後、すみやかに提出してください。 

 

２ 標準報酬産前産後休業終了時改定 

（１）標準報酬産前産後休業終了時改定の内容 

産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、組合

に申し出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後３月間に受けた

報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、産前産後休業終了

日の翌日から２月を経過した日の属する月の翌月から標準報酬を改定します｡ 

 

 

【参考】 

 

 

 

 

 

 

    

４月 ５月 ６月 ７月 

 ３か月の報酬の平均   

  

※ 支払基礎日数が１７日以上の月が１月でもあれば改定可能です。 

（支払基礎日数が１７日未満の月は除きます。） 

翌日 

４／５ 

産前産後 

休業終了 

４／４ 

２か月経過 

６/５ 
翌月 

７月改定 



 

（２）標準報酬産前産後休業終了時改定の対象者 

産前産後休業終了日の翌日が属する月以後３月間に受けた報酬の総額をその期

間の月数で除して得た額により算定した標準報酬月額と産前産後休業終了日の翌

日から２月を経過した日の属する月に適用されている標準報酬月額とを比較して

１等級以上差があり、かつ、産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を

養育する場合で、「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」を提出された組合

員が対象となります。 

 

※ 産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は対象外で

す。 

 

※ 産前産後休業終了日以後、当該産前産後休業に係る子を養育しない場合は

対象外です。 

 

（３）標準報酬産前産後休業終了時改定の提出書類等 

①提出書類 

「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」 

 

②提出時期 

    産前産後休業終了後、すみやかに提出してください。 
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